
　

　

　

　　　　　ひとり親家庭の方が利用できるサービスを
　　　　　まとめたものです。
　　　　　冊子は例年８月に行う児童扶養手当現況届の
　　　　　提出に来庁された時にお渡しします。
　　　　　左記QRコードからもご覧いただけます。

　

● 就職に結びつきやすい資格取得への支援 ●

◎母子家庭等自立支援教育訓練給付金
厚生労働大臣指定の教育訓練講座及び就業を容易にするために必要な資格として市長が認める講座を受
講した場合の入学金及び受講料等を一部助成します。

◎母子家庭等高等職業訓練促進給付金
看護師、准看護師、介護福祉士等の国家資格やデジタル分野等の民間資格で就業を容易にするために必
要な資格として市長が認める資格を取得するため養成機関で６か月以上のカリキュラムを修業している
場合、一定の経済的支援を行います。

◎高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の親又は20歳未満の児童が、「高等学校卒業程度認定
試験」の合格を目指すために実施される対象講座を修了した場合に、受講費用の一部を支給します。

≪問い合わせ≫ ※受講申込み前に必ずご相談ください。
子育て支援課 相談支援係 ℡ 0422-45-1151（内線：2754・2755）

● 生活・就労に関する相談窓口 ●

◎母子・父子自立支援員、女性相談支援員が、ひとり親家庭が日頃かかえている生活・就労等に関する悩みご

とを一緒に考え、解決のお手伝いをしています。秘密は厳守します。電話・面接により相談を行います。

◎母子・父子自立支援プログラム策定員が、自立支援プログラムを策定しハローワーク等と連携し就労支援等

を行います。（所得制大学した場合は、返済

≪問い合わせ≫

子育て支援課 相談支援係 市役所４階４２番窓口ひとり℡0422-45-1151（内線：2754・2755）

（電話予約制） 月曜日～金曜日 午前９時～午後5時 ※祝休日・年末年始を除く

● 養育費確保支援等事業助成 ●
１ 弁護士による無料相談

子どもの養育費等の取決めに関する相談で、一人１回60分程度の利用ができます。

２ 裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）利用の経費助成

養育費や面会交流等の取決めをするために弁護士会や認証ＡＤＲ事業者を利用した場合、第１回目

の調停期日までに要する経費を助成します。

３ 養育費に関する公正証書等作成経費助成

公正人手数料、家庭裁判所の調停等申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用

及び連絡用郵便切手代を助成します。

４ 養育費保証契約締結経費助成

民間の養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の保証料を助成します。

★申請は各事業一人１回とし、助成金額は助成対象者一人当たり５万円が上限です。
相談員が丁寧に相談を受けますので先ずは電話等でご相談ください。
各事業によって、利用要件や申請書類等が異なりますので詳細は市ホームページをご覧ください。

≪問い合わせ≫ 子育て支援課 相談支援係

℡ 0422-45-1151（内線：2754・2755)

● ひとり親家庭のしおり ●

◎ひとり親家庭の方が利用できるサービスをまとめたものです。
冊子は本庁舎４階42番窓口で配布しています。

◎8月１日以降、右記QRコードからもご覧いただけます。



2024年度　年間活動予定

場所は、元気創造プラザ3F会議室にて開催してます。

日程変更の可能性があるため、随時確認願います。

 7月　 ブルーベリーつみ（吉野果樹園）　各自、摘み取り後連絡。

 7月28日（日） ふれあい号（カップヌードルミュージアム）バス研修

 8月25日（日） 交流・定例会　(お弁当配布）

 9月29日（日） 交流・定例会　　(お弁当配布）

10月 6日（日） 関東ブロック研修大会(栃木県）

10月27日（日） 交流・定例会　　(お弁当配布）

10月27日（日） 全国母子研修大会(富山県）

11月17日（日） 秋の福祉バザーに出店(元気創造プラザ）

11月24日（日） 交流・定例会　　(お弁当配布）

12月15日（日） クリスマス会

 1月19日（日） 新年会

  2月12日（水） 福祉映画鑑賞 ⊛　毎週火曜日に、連雀コミュニテイ・センターにて

 2月23日（日） バレンタイン    １８時から２1時まで学習会を行っています。

 3月16日（日） ひなまつり     ４年生から高校３年まで、入会後に参加してください。

アリスみたか活動予定

「アリスみたか」は、ひとり親家庭や
寡婦の親睦と交流を目的とした福祉団
体「東京都ひとり親家庭福祉協議会」
の地区会です。

行事への参加ご希望の方は準備の都合上、事前にメールにてお申込みください。

メルアド登録した方には、「はあと」からのメルマガにて、仕事・講習会・弁護士相談等の情報
提供や、企業（善意銀行等）からひとり親の方への支援の情報も提供しています。

アリスみたか（三鷹市ひとり親家庭福祉会）
会長：今安（いまやす）まゆみ

携帯：090-4713-5210

メール：paamandayo@yahoo.co.jp

こんなことやりたい、あんなとこ行きたい、などなどアイデアも歓迎です

● 母子・父子福祉資金 ●

20歳未満の子を扶養している母子家庭及び父子家庭に、修
学・就学支度・転宅（市内転居に限る）、その他必要な資金
を貸し付けます。利子は無利子又は1.0%。資金を交付する
までは通常1か月以上かかります。お早目にご相談ください。

※ご利用したい方は、あらかじめ電話等で予約の上、ご相
談ください。

≪問い合わせ≫ 子育て支援課 相談支援係
℡ 0422-45-1151（内線2754・2755）

●受験生チャレンジ支援貸付事業●
都内に1年以上在住し、中学３年生・高校３

年生を養育する方に、学習塾等の費用や高
校・大学受験費用を無利子で貸し付けます。
（所得制限あり）

対象の高校・大学等へ入学した場合は、返
済が免除されます。
≪問い合わせ≫

社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会

℡ 0422-46-1108

0 ℡ 0422-45-1151（内線2754・
2755）

● 高等教育の修学支援新制度 ●

＜対象＞住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯で学ぶ意欲がある学生等であること

＜支援内容＞授業料・入学金の免除・減額 ・給付型奨学金の支給

＜対象となる学校＞大学・短期大学・高等専門学校（４年・５年） 専門学校

詳しくは日本学生支援機構（JASSO）や文部科学省のホームページ、学校から希望者に配布される「給付奨

学金案内」等で確認してください。

≪問い合わせ≫

独立行政法人「日本学生支援機構」 https://www.jasso.go.jp/


